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１～２ （略） 

 

３ 評価方法の選択 

（１）技術提案型（標準型）の適用対象 

技術的な工夫の余地が大きい工事に適用する方式であり、技術提案を求める。事業規模等を勘案し、設計金額が３億円を

超える工事は原則、技術提案型（標準型）を適用するものとする。ただし、技術的な工夫の余地が小さな工事については、

実績評価型（簡易型）とすることができる。 

 

（２）～（４） （略） 

 

４～９ （略） 

 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ） （略） 

 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２） 

(a) 施工実績 

（略） 

（参考図） 
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(b) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２ （略） 

 

３ 評価方法の選択 

（１）技術提案型（標準型）の適用対象 

技術的な工夫の余地が大きい工事に適用する方式であり、技術提案を求める。事業規模等を勘案し、設計金額が２億円を

超える工事は原則、技術提案型（標準型）を適用するものとする。ただし、技術的な工夫の余地が小さな工事については、

実績評価型（簡易型）とすることができる。 

 

（２）～（４） （略） 

 

４～９ （略） 

 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ） （略） 

 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２） 

(a) 施工実績 

（略） 

（参考図） 
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(c) 優良工事表彰 

（略） 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 

 

(d)～(e) （略） 

 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号） 

(a) （略） 
 

(b) 配置予定技術者の保有資格 

 （略） 

① 土木一式工事、鋼構造物工事、交通安全施設工事 

評価基準（設計金額1億円未満の土木一式工事、交通安全施設工事） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士または1級建設機械施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

 （略） 

 

(c) 若手担当技術者の常駐 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

・若手担当技術者の施工経験については、工事完了後の次回の入札において監理技術者等の経験として評価の対象とする。 

・若手担当技術者は、現場代理人と兼務することができる。 

（ただし、他工事の現場代理人と兼務することは認めない。） 

・若手担当技術者は、監理技術者補佐と兼務することができる。 

・若手担当技術者を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、現場常駐の若

手担当技術者の配置は、一つの工事につき一名のみとする。合併入札においては、各工事それぞれに別の若手担当技術者

を配置する場合に加点する。 

 

(c) 優良工事表彰 

（略） 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 

 

(d)～(e) （略） 

 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号） 

(a) （略） 
 

(b) 配置予定技術者の保有資格 

 （略） 

① 土木一式、鋼構造物工事 

評価基準（設計金額1億円未満の土木一式） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士または1級建設機械施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

 （略） 

 

(c) 若手担当技術者の常駐 

 （略） 

ただし、監理技術者は、当該工事以外の工事と契約工期が重複し、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認め

られる工事に限り兼務を認める。 

また、特例監理技術者（※）および主任技術者については、当該工事以外の工事が同一の場所において施工する工事で、

それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性もしくは連続性が認められる工事に限り兼務を認める。 

（※）特例監理技術者とは、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。 

 

・若手担当技術者の施工経験については、工事完了後の次回の入札において監理技術者等の経験として評価の対象とする。 

・若手担当技術者は、現場代理人と兼務することができる。 

（ただし、他工事の現場代理人と兼務することは認めない。） 

・若手担当技術者を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、現場常駐の若

手担当技術者の配置は、一つの工事につき一名のみとする。合併入札においては、各工事それぞれに別の若手担当技術者

を配置する場合に加点する。 
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 （ア）～（表－３）１級国家資格等 （略） 

 

工事現場を兼務している監理技術者等の下に常駐させる若手担当技術者の配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) （略） 

 

(e) 継続学習への取組状況 

①土木一式工事、鋼構造物工事、交通安全施設工事 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体に継続参加中であり、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 

（略） 

 

（参考）令和８年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和６年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した５年間 

 

②建築一式工事 

 （略） 

（参考）令和８年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

１２単位／年の場合 
令和６年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

２４単位／２年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

  （略） 

 

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４） 

(a)～(b) （略） 

 

(c)地域貢献度 

 ① （略） 

 

 （ア）～（表－３）１級国家資格等 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) （略） 

 

(e) 継続学習への取組状況 

①「土木一式工事」および「鋼構造物工事」 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体に継続参加中であり、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 

 （略） 

 

（参考）令和７年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の連

続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の連

続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
平成３１年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の

連続した５年間 

 

②建築一式工事 

 （略） 

（参考）令和７年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

１２単位／年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

２４単位／２年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

  （略） 

 

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４） 

(a)～(b) （略） 

 

(c)地域貢献度 

 ① （略） 

補佐と若手を兼務 補佐と若手を別々に配置

※建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者

Ｄ（若手担当技術者）

Ｂ（監理技術者補佐）
　（若手担当技術者）

工事現場１ 工事現場２

Ａ（監理技術者
※

）

Ｂ（若手担当技術者） Ｃ（若手担当技術者） Ｃ（監理技術者補佐）

工事現場１ 工事現場２

Ａ（主任技術者）
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 ②管工事、機械器具設置工事（営繕系を除く。） 

過去２か年度における福井県または福井県内の市町との消雪設備点検の契約実績を評価する。 

 （略） 

 

 ③ （略） 

 

 ④建築一式工事 

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無を評価する。 

 

・福井県震災建築物応急危険度判定士認定証および住民税特別徴収税額通知書の写しにより確認する。 

・評価基準 

判定士の有無 配点 

３名以上（設計金額が３億円を超える工事） 

２名以上（設計金額が３億円以下の工事） 
0.5 

上記以外 0 

  

企業の福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の有無を評価する。 

・県内全域を同じ水準でカバーする災害協定に限り評価する。 

・協定の締結を証明するものの写しを提出すること。 

・評価基準 （略） 

 

⑤営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事 

企業の福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の有無を評価する。 

・県内全域を同じ水準でカバーする災害協定に限り評価する。 

・協定の締結を証明するものの写しを提出すること。 

・管工事においては県有機械設備に係る協定、電気工事および電気通信工事においては県有電気設備に係る協定、機械器具

設置工事および消防施設工事においては県有機械設備または県有電気設備に係る協定に限る。 

・評価基準 （略） 

 

(d) （略） 

 

１１ 地域防災力維持型における評価項目および評価基準 

 

入札公告および提出資料の様式等に評価内容を明確に記載し、必要に応じて記載内容が確認できる資料の添付、災害協定の証

明書写し、除雪等の契約書の写し、配置予定技術者の年齢が確認できるもの（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

等）の写し、１級国家資格者証の写し等、専門技術者の資格が確認できる資料（合格証明書等））を求める。 

以下に、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）実施要領」に基づき、「１０ 評価項目および評価基準」と

異なる事項について以下に示す。 

 

（Ａ）～（Ｃ） （略） 

 

１２ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②管工事（営繕系を除く。） 

過去２か年度における福井県または福井県内の市町との消雪設備点検の契約実績を評価する。 

 （略） 

 

 ③ （略） 

 

 ④建築一式工事 

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無を評価する。 

 

・福井県震災建築物応急危険度判定士認定証および健康保険証の写しにより確認する。 

・評価基準 

判定士の有無 配点 

３名以上（設計金額が２億円を超える工事） 

２名以上（設計金額が２億円以下の工事） 
0.5 

上記以外 0 

  

企業の福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の有無を評価する。 

 

・協定の締結を証明するものの写しを提出すること。 

・評価基準 （略） 

 

⑤営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事 

企業の福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の有無を評価する。 

 

・協定の締結を証明するものの写しを提出すること。 

・管工事においては県有機械設備に係る協定、電気工事および電気通信工事においては県有電気設備に係る協定、機械器具

設置工事および消防施設工事においては県有機械設備または県有電気設備に係る協定に限る。 

・評価基準 （略） 

 

(d) （略） 

 

１１ 地域防災力維持型における評価項目および評価基準 

 

入札公告および提出資料の様式等に評価内容を明確に記載し、必要に応じて記載内容が確認できる資料の添付、災害協定の証

明書写し、除雪等の契約書の写し、配置予定技術者の年齢が確認できるもの（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

等）の写し、１級国家資格者証の写し等、専門技術者の資格が確認できる資料（合格証明書等））を求める。 

以下に、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）試行実施要領」に基づき、「１０ 評価項目および評価基準」

と異なる事項について以下に示す。 

 

（Ａ）～（Ｃ） （略） 

 

１２ （略）  

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 6 - 

 

 

１３ 技術資料一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 技術資料一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本資料

本資料 添付資料 添付資料

－ 技術資料提出書 様式第4号 無
入札参加資格確
認申請書と同時
に電送

－ 技術資料自己評価申請書 様式第4号の2 無 － ○ －

品質に係る提案 様式第5号 無

施工上の課題に係る提案 様式第6号 無

様式第7号 無

様式第7号の2 無

安全に係る提案 様式第8号 無

企業の技術力
（施工実績、ISO認証、優良工事表彰、技能資格を保有す
る自社雇用技能者）

様式第9号
ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、ISO、資格者証の写、住民税特別徴収
税額通知書等の写

企業の工事成績算出対象工事 様式第10号 工事成績の写し

企業の工事成績として評価する工事の実績
（建築一式工事のみ）

様式第10号の2

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、建築基準法の規定による検査済証、中
間検査合格証の写しまたは検査機関発行の
これに代わる証明書の写

配
置
予
定

技
術
者

主任（監理）技術者
（保有資格、施工経験、優良工事表彰、継続学習） 様式第11号

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、資格者証、継続学習証明書の写

地域精通（主たる営業所の所在地） 無

広域防災への取組（土木一式工事のみ） 無

社会貢献（災害協定） 証明書写

福井県域道路啓開計画への取組（土木一式工事のみ） 無

県内企業の活用 無

無

様式第9号の4 無

　※　重複する資料は１部でよい

事前審査型 事後審査型

本資料

○
入札書と同時に

電送

○
企
業
の
地
域
性

、
社
会
性

様式第9号
地域貢献
（除雪等の契約）
（応急危険度判定士）

県産品の活用

事前審査型 事後審査型
区分 作成および提出様式資料一覧

契約書写、震災建築物応急危険度判定
士認定証写、住民税特別徴収税額通知
書の写

添付資料(※）

タイプ区分と提出資料 提出時期と提出方法

様式番号

技
術
提
案

○
（必要に応じて

設定）
－

建築、営繕系の管、電気、電気通信、機
械器具設置工事の場合

工程に係る提案

企
業
の
技
術
力

○

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に

電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

県の工事成績を有しない場合

県の工事成績を有しない場合

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に
電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

－

☆本資料

本資料 添付資料 添付資料

－ 技術資料提出書 様式第4号 無
入札参加資格確
認申請書と同時
に電送

－ 技術資料自己評価申請書 様式第4号の2 無 － ○ －

品質に係る提案 様式第5号 無

施工上の課題に係る提案 様式第6号 無

様式第7号 無

様式第7号の2 無

安全に係る提案 様式第8号 無

企業の技術力
（施工実績、ISO認証、優良工事表彰、技能資格を保有す
る自社雇用技能者）

様式第9号
ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、ISO、資格者証の写、住民税特別徴収
税額通知書等の写

企業の工事成績算出対象工事 様式第10号 工事成績の写し

企業の工事成績として評価する工事の実績
（建築一式工事のみ）

様式第10号の2

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、建築基準法の規定による検査済証、中
間検査合格証の写しまたは検査機関発行の
これに代わる証明書の写

配
置
予
定

技
術
者

主任（監理）技術者
（保有資格、施工経験、優良工事表彰、継続学習） 様式第11号

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設
計書、資格者証、継続学習証明書の写

地域精通（主たる営業所の所在地） 無

広域防災への取組（土木一式工事のみ） 無

社会貢献（災害協定） 証明書写

福井県域道路啓開計画への取組（土木一式工事のみ） 無

県内企業の活用 無

無

様式第9号の4 無

　※　重複する資料は１部でよい

入札書と同時に
電送

事前審査型 事後審査型

本資料
様式番号

－

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に
電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

－

企
業
の
地
域
性

、
社
会
性

技
術
提
案

地域貢献
（除雪等の契約）
（応急危険度判定士）

県産品の活用
建築、管、電気、電気通信、機械器具設

置工事の場合

○
（必要に応じて

設定）

○

事前審査型 事後審査型

工程に係る提案

企
業
の
技
術
力

○

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に

電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

県の工事成績を有しない場合

様式第9号

区分 作成および提出様式資料一覧

県の工事成績を有しない場合

提出時期と提出方法

契約書写、震災建築物応急危険度判定
士認定証写、健康保険証の写

添付資料(※）

タイプ区分と提出資料

○
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１４ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）～（２） （略） 

 

（３）建築一式工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）～（２） （略） 

 

（３）建築一式工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(Ｂ)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規

模以上であったもの
1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模の80%以上100%未満であったもの

1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

同種同程度の民間工事等の工事実績について、建築基準法

の規定による検査済証および中間検査合格証（中間検査が

不要なものを除く）の写しまたは検査機関発行のこれらに

代わる証明書を提出できる場合

1.0

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（Ｃ)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規

模以上であったもの
1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規

模の80%以上100%未満であったもの
1.0

上記以外 0.0

一級建築士かつ１級建築施工管理技士保有（設計金額7千万

円以上の工事）
一級建築士または１級建築施工管理技士保有（設計金額7千

万円未満の工事）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位以上を取得している　 0.5

上記以外 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

 3名以上（設計金額2億円を超える工事）

 2名以上（設計金額2億円以下の工事）
0.5

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 0.5

災害協定の締結なし 0.0

(１)および（２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

（注）

３．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無(b)社会貢献度

２．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(ｄ)県内企業および県

産品の活用

(１)県内企業の活用

①～③のいずれかを満たす場合

① 元請企業が「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」
の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を下請企業とし

て活用する

② 「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」の全てにつ

いて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、その一部を県内
に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自

ら施工する

③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工

種(別紙１)」を除く工種」の全てを自ら施工する

(２)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含

む）

発注者指定の品目数以上（○○品目以上）

(c)地域貢献度

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無

福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結

の有無

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については、別記１のとおりとする。

(e)配置予定技術者の継

続学習への取組状況

建築士会ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ(継続能力／職能開発)情報
提供制度におけるにおける取得単位数

［推奨単位数］12単位／年間

　　　または、24単位／2年間

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企

業
の

地

域

性
、

社

会

性
　

5

.

0
点

品質管理マネジメントISO9001認証を取得している。

(a)同種工事の施工経験

の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日
まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

配
置

予

定

技
術

者

の

技

術
力

　

4

.
0

点

(b)配置予定技術者の保

有する資格
配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者の
常駐

専任の監理技術者等の下で、一級建築士はたは１級建築施工管理
技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経

験 「業種：建築一式」
 （令和○○年度表彰、
　 令和○○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日
まで）

過去20年間の企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企

業
の

技

術

力
　

6

.

0
点

(b)工事成績
 「業種：建築一式」

　（令和○～○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近

畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績
評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～3.4

県の成績を有しない場合において、過去５か年度に元請として完

成した、発注工事と同種同程度以上の民間工事等が、建築基準法

の規定に適合していることを証明できるものであるか

(c)優良工事表彰

[業種：建築一式]
（令和○年度表彰、令和
○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ

ントの取得

「建築一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

別記４

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(Ｂ)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

同種同程度の民間工事等の工事実績について、建築基準法
の規定による検査済証および中間検査合格証（中間検査が
不要なものを除く）の写しまたは検査機関発行のこれらに
代わる証明書を提出できる場合

1.0

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（Ｃ)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模以上
であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の
80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

一級建築士かつ１級建築施工管理技士保有（設計金額1億円
以上の工事）
一級建築士または１級建築施工管理技士保有（設計金額1億
円未満の工事）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位以上を取得している　 0.5

上記以外 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

 3名以上（設計金額3億円を超える工事）
 2名以上（設計金額3億円以下の工事） 0.5

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 0.5

災害協定の締結なし 0.0

(１)および（２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

（注）

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
　
4
.
0
点

２．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

３．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

(ｄ)県内企業および県
産品の活用

(１)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合
① 元請企業が「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」
の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を下請企業として
活用する
② 「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」の全てにつ
いて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、その一部を県内に
主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施
工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種(別紙１)」を除く工種」の全てを自ら施工する

(２)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目数以上（○○品目以上）

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については、別記１のとおりとする。

(e)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

建築士会ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ(継続能力／職能開発)情報提
供制度におけるにおける取得単位数
［推奨単位数］12単位／年間
　　　または、24単位／2年間

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無

福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の
有無

品質管理マネジメントISO9001認証を取得している。

(a)同種工事の施工経験
の有無
（平成○年4月1日から入札

の申し込みを行った日ま

で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技術者
等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有しているか

(b)配置予定技術者の保
有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者の常
駐

専任の監理技術者等の下で、一級建築士はたは１級建築施工管理技士を有
する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経
験 「業種：建築一式」
 （令和○○年度表彰、
　 令和○○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者等
としての経験の有無

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま

で）

過去20年間の企業が元請けとして同種工事の施工実績を有している
か

企
業
の
技
術
力
　
6
.
0
点

(b)工事成績
 「業種：建築一式」
　（令和○～○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近畿
地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績評定
点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～3.4

県の成績を有しない場合において、過去５か年度に元請として完成
した、発注工事と同種同程度以上の民間工事等が、建築基準法の規
定に適合していることを証明できるものであるか

(c)優良工事表彰
[業種：建築一式]
（令和○年度表彰、令和○

年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

「建築一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数
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別紙１（建築一式工事） （略） 

 

（４）～（５） （略） 

 

（６）管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（建築一式工事） （略） 

 

（４）～（５） （略） 

 

（６）管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記７

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発

注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発

注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発
注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発

注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級○○施工管理技士の資格を保有 1.0
上記以外 0.0
若手担当技術者の常駐 0.5
上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす
0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と

    読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和○
年度）※管工事または機械
器具設置工事（営繕系を除
く）のみ適用

過去2か年度における県または市町と消雪施設点検の契約を締結し
た実績の有無

(ｄ)県内企業および
県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか配

置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級○○施工管理技士を有する若手
担当技術者を常駐

(ｄ)優良工事表彰受
賞経験
[業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

「管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事」（営繕系を除く）　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：○○工事」
（平成○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近
畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績
評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
 [業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

別記７

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級○○施工管理技士の資格を保有 1.0
上記以外 0.0
若手担当技術者の常駐 0.5
上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす
0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

企
業
の
技
術
力
　
　

6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：○○工事」
（平成○年度から令和○
年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合
は、近畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしている
か

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
 [業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和
○年度表彰）

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

3
.
5
点

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級○○施工管理技士を有す
る若手担当技術者を常駐

(ｄ)優良工事表彰受
賞経験
[業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和
○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の
監理技術者等としての経験の有無

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジ
メントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(b)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

「管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事」（営繕系を除く）　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工
実績の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日

まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有
しているか

(a)同種工事の施工
経験の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日
まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企
業の監理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての
施工経験を有しているか

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和
○年度）※管工事（営繕
系を除く）のみ適用

過去2か年度における県または市町と消雪施設点検の契約を
締結した実績の有無

(ｄ)県内企業および
県産品の活用

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と
    読み替える。

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県
内に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主た
る営業所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営
業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施
工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定
する工種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材
を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活
用する

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。
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別表１ （略） 

 

（７） （略） 

 

（８）交通安全施設工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

 

（７） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記９

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の60%以上であっ
たもの 1.5

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の60%以上であっ
たもの 1.5

上記以外 0.0

１級土木施工管理技士または１級建設機械施工管理技士の資格を保有 1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位数以上を取得している 1.0

推奨単位数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

(D)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

(1)および(2)を満たす 0.5

上記以外 0.0

28.5

13.5

(注)

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
 
3
.
5
点

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

※　入札に参加する者に必要な資格において配置予定技術者の保有資格を１級国家資格のみ求めている場合には、１級国家資格は評価の対象としない。

※　「継続学習」は設計金額1億円以上において、配置予定技術者の1級国家資格を評価項目としない案件において評価項目とする。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
4
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(d)県内企業および県産
品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営
業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有
する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を下請企
業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」の
全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

(a)同種工事の施工経験
の有無
（平成○年4月1日から入札の
申し込みを行った日まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技術
者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有しているか

(b)配置予定技術者の保
有する資格等

配置予定技術者の保有する資格

(c)若手担当技術者の常
駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士または１級建設機械
施工管理技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経
験[業種：交通安全施設]
（令和○年度表彰、令和○年
度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者等
としての経験の有無

(e)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上
　　を満たすもの

「交通安全施設工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入札の
申し込みを行った日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有しているか

(b)工事成績
「業種：交通安全施設」
（令和○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○○地方
整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企業の工事成績
評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：交通安全施設]
（令和○年度表彰、令和○年
度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメン
トの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 10 - 

 

 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 （略） 

 

別表1

発注者が指定する工種

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

・入札時の申請に反して、県内企業の活用ができなかった場合はペナルティの対象とする。

県内企業の活用

・上記の指定工種について、閲覧設計書で確認すること。

・次の①～③のいずれかを満たす場合に評価する。
① 元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を下請企業と
して活用する場合。
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営
業所を有する企業を代表者または構成員とする共同企業体を含む）が、その一部を県内に主たる営業所
を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する場合。
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営業所を有する企業を代表者または構成員とす
る共同企業体を含む）が「発注者が指定する工種」の全てを自ら施工する場合。
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様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号の２ ～ 様式第４号の２（法面処理工事） （略） 

 

 

様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号の２ ～ 様式第４号の２（法面処理工事） （略） 
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様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式

第
４
号

の
２

 （
管

・
電
気

・
電
気

通
信
・

機
械
器

具
設
置

・
消
防

施
設

工
事
）

（
営
繕

系
を
除

く
）

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

　
○

○
市

○
○

様
式

第
9
号

工
事

成
績

施
工
経
験
の

有
無

地
域

精
通

度

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
件
数

平
均

(
小
数

二
位

切
捨

)
加
算
点

有
無

加
算
点

資
格
名

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

主
た

る
営
業

所
加
算

点
有

無
加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

配
点

最
大

※
１

1
.5

有
0.

5
有

0.
5

8
0点

以
上

3.
5

6.
0

※
１

1.
5

一
級
管

1
.0

有
0
.5

有
0.

5
3
.5

○
○

市
2.

5
有

1
.0

有
1
.0

有
0.

5
5.

0
14

.5

※
２

1
.0

7
0
.0
～

79
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点
の

平
均

点
-
7
0
）
×

0
.3
＋

0.
5

～
※

２
1.

0

○
○

土
木

管
内

1.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.0

無
0.

0
無

0.
0

7
0点

未
満

0.
0

0.
0

そ
の

他
0.

0
そ

の
他

0
.0

無
0
.0

無
0.

0
0
.0

そ
の

他
0.

0
無

0
.0

無
0
.0

無
0.

0
0.

0
0
.0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.0

無
0.

0
有

0.
5

6
78

.3
2.

9
4.

4
※

２
1.

0
一

級
管

1
.0

有
0
.5

無
0.

0
2
.5

○
○

市
2.

5
有

1
.0

有
1
.0

有
0.

5
5.

0
11

.9

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0.
0

0.
0

0
.0

0.
0

0
.0

（
平
均
点
は

少
数
点
第

二
位
以
下

を
切
捨
て

た
小
数
点

第
一
位
ま

で
の
数
値

と
し
、
加

算
点
は
計

算
し
た
結

果
の
小
数

点
第
二
位

以
下
を
切

捨
て
る
）

注
意

・
事
後
審

査
型
の

案
件

に
お
い

て
、
入

札
公

告
に
従

い
、
入

札
書

と
同
時

に
提
出

す
る

。
・

入
札
公

告
に
添

付
さ

れ
た
評

価
基
準

表
に

従
い
、

様
式
第

9
号
～

第
1
1
号

を
作

成
し
た

後
に
、

記
入

す
る
こ

と
。

・
評
価
対

象
と
な

っ
て

い
な
い

項
目
に

つ
い

て
は
空

欄
と
す

る
こ

と
。

・
『
地
域

貢
献
度

』
（

様
式
第

９
号
）

の
項

目
に
つ

い
て
は

、
「

管
工
事

」
ま
た

は
「

機
械
器

具
設
置

工
事

」
の
み

。
・

様
式
の

改
変
は

行
わ

ず
、
黄

色
着
色

の
箇

所
の
み

記
入
し

、
入

札
公
告

に
添
付

さ
れ

た
エ
ク

セ
ル
の

ま
ま

提
出
す

る
こ
と

。
な

お
、
フ

ァ
イ
ル

名
に
は

企
業

名
称
を

含
め
る

こ
と

。
・

入
札
書

の
提
出

に
際

し
、
エ

ク
セ
ル

以
外

の
フ
ァ

イ
ル
形

式
と

な
る
書

類
を
添

付
す

る
必
要

が
あ
る

場
合

は
、
福

井
県
電

子
入

札
運
用

基
準
第

8
条
に

基
づ
き

、
Ｌ

Ｚ
Ｈ
形

式
ま
た

は
Ｚ

ｌ
Ｐ
形

式
に
よ

り
圧

縮
す
る

こ
と

。
・

入
札
参

加
資
格

確
認

申
請
書

提
出
依

頼
を

受
け
た

者
の
み

が
、

入
札
参

加
資
格

確
認

資
料
と

併
せ
て

、
様

式
第

9
号

～
1
1
号

お
よ

び
添
付

資
料

を
提
出

す
る
こ

と
。

・
様
式
第

4
号
の

2
と
様

式
第
9
号
～
1
1
号
の
記

載
内
容

に
不

整
合
が

な
い
よ

う
、

十
分
に

注
意
し

て
作

成
す
る

こ
と

。
不

整
合

が
あ

っ
た

項
目

は
、

加
点

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。

※
１

※
２

施
工
実

績
（
経

験
）

の
あ
る

同
種
工

事
の
施

工
規
模

が
、
当

該
発
注

規
模
以

上
で
あ

っ
た
も

の

施
工
実

績
（
経

験
）

の
あ
る

同
種
工

事
の
施

工
規
模

が
、
当

該
発
注

規
模
の

8
0
%
以
上

1
0
0%
未

満
で
あ

っ
た
も

の

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

保
有
資
格

企
業

の
技
術

力

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無

小
計

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無
若
手
担
当

技
術
者
常

駐
の

有
無

地
域

貢
献

度

企
業

の
地
域
性

・
社
会
性

IS
O
認

証
有

無
小
計

社
会

貢
献
度

福
井

県
と
の

災
害

協
定

の
締
結

合
計

小
計

技
術
評

価
点

配
置

予
定
技
術

者

県
内

企
業

お
よ

び
県

産
品

の
活

用

企
業

名

様
式
第
9
・

1
0
号

様
式
第

9
号

様
式
第
1
1
号

施
工

実
績

の
有

無

様
式

第
４

号
の

２

 （
管

・
電

気
・

電
気

通
信

・
機

械
器

具
設

置
・

消
防

施
設

工
事

）
（

営
繕

系
を

除
く

）

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

　
○

○
市

○
○

様
式

第
9
号

工
事

成
績

施
工

経
験

の
有

無
地

域
精

通
度

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
件

数
平

均
(
小

数
二

位
切

捨
)

加
算

点
有

無
加

算
点

資
格

名
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

主
た

る
営

業
所

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

配
点

最
大

※
１

1
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

8
0
点

以
上

3
.
5

6
.
0

※
１

1
.
5

一
級

管
1
.
0

有
0
.
5

有
0
.
5

3
.
5

○
○

市
2
.
5

有
1
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

5
.
0

1
4
.
5

※
２

1
.
0

7
0
.
0
～

7
9
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点

の
平

均
点

-
7
0
）

×
0
.
3
＋

0
.
5

～
※

２
1
.
0

○
○

土
木

管
内

1
.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

7
0
点

未
満

0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

0
.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.
0

無
0
.
0

有
0
.
5

6
7
8
.
3

2
.
9

4
.
4

※
２

1
.
0

一
級

管
1
.
0

有
0
.
5

無
0
.
0

2
.
5

○
○

市
2
.
5

有
1
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

5
.
0

1
1
.
9

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

（
平

均
点

は
少

数
点

第
二

位
以

下
を

切
捨

て
た

小
数

点
第

一
位

ま
で

の
数

値
と

し
、

加
算

点
は

計
算

し
た

結
果

の
小

数
点

第
二

位
以

下
を

切
捨

て
る

）

注
意

・
事

後
審

査
型

の
案

件
に

お
い

て
、

入
札

公
告

に
従

い
、

入
札

書
と

同
時

に
提

出
す

る
。

・
入

札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
評

価
基

準
表

に
従

い
、

様
式

第
9
号

～
第

1
1
号

を
作

成
し

た
後

に
、

記
入

す
る

こ
と
。

・
評

価
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

項
目

に
つ

い
て

は
空

欄
と

す
る

こ
と
。

・
『

地
域

貢
献

度
』

（
様

式
第

９
号

）
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

「
管

工
事

」
の

み
。

・
様

式
の

改
変

は
行

わ
ず

、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み

記
入

し
、

入
札

公
告

に
添

付
さ

れ
た

エ
ク

セ
ル

の
ま
ま

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

フ
ァ

イ
ル

名
に

は
企

業
名

称
を

含
め

る
こ

と
。

・
入

札
書

の
提

出
に

際
し

、
エ

ク
セ

ル
以

外
の

フ
ァ

イ
ル

形
式

と
な

る
書

類
を

添
付

す
る

必
要

が
あ

る
場
合

は
、

福
井

県
電

子
入

札
運

用
基

準
第

8
条

に
基

づ
き

、
Ｌ

Ｚ
Ｈ

形
式

ま
た

は
Ｚ

ｌ
Ｐ

形
式
に

よ
り

圧
縮

す
る

こ
と
。

・
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

提
出

依
頼

を
受

け
た

者
の

み
が

、
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
と

併
せ

て
、
様

式
第

9
号

～
1
1
号

お
よ

び
添

付
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。
・

様
式

第
4
号

の
2
と

様
式

第
9
号

～
1
1
号

の
記

載
内

容
に

不
整

合
が

な
い

よ
う

、
十

分
に

注
意

し
て

作
成

す
る

こ
と

。
不

整
合

が
あ

っ
た

項
目

は
、

加
点

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。

※
１

※
２

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

以
上

で
あ

っ
た

も
の

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
8
0
%
以

上
1
0
0
%
未

満
で

あ
っ

た
も

の

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

保
有

資
格

企
業

の
技

術
力

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無

小
計

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無
若

手
担

当
技

術
者

常
駐

の
有

無
地

域
貢

献
度

企
業

の
地

域
性

・
社

会
性

I
S
O
認

証
有

無

小
計

社
会

貢
献

度
福

井
県

と
の

災
害

協
定

の
締

結
合

計

小
計

技
術

評
価

点

配
置

予
定

技
術

者

県
内

企
業

お
よ

び
県

産
品

の
活

用

企
業

名

様
式

第
9
・

1
0
号

様
式

第
9
号

様
式

第
1
1
号

施
工

実
績

の
有

無



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 13 - 

 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系） （略） 

 

様式第４号の２（交通安全施設工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工
事

名
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

線
　

○
○

市
○

○

企
業

の
技

術
力

様
式

第
9
号

工
事

成
績

施
工

経
験

の
有
無

継
続

学
習

地
域

精
通

度

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算

点
件
数

平
均

(
小
数
二

位
切
捨

)
加

算
点

有
無

加
算
点

有
無

資
格

名
加

算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

単
位
数

加
算
点

主
た
る

営
業
所

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

配
点

最
大

※
１

1
.
5

有
0
.5

有
0
.
5

8
0
点

以
上

3
.
5

6.
0

※
１

1.
5

一
級

土
木

1
.
0

有
0.

5
有

0
.5

推
奨

単
位

数
以

上
1.

0
3
.
5

○
○

市
2.

5
有

1
.0

有
0
.
5

4
.
0

1
3
.
5

70
.
0～

79
.
9点

（
工
事

成
績
評

定
点

の
平
均

点
-7
0
）
×

0
.3
＋

0.
5

～

推
奨

単
位

数
の

半
分

以
上

0.
5

○
○

土
木
管

内
1.

0

最
小

そ
の

他
0
.
0

無
0
.0

無
0
.
0

7
0
点

未
満

0
.
0

0.
0

そ
の
他

0.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0.

0
無

0
.0

そ
の
他

0.
0

0
.
0

そ
の

他
0.

0
無

0
.0

無
0
.
0

0
.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.
0

有
0
.5

有
0
.
5

7
77

.
8

2
.
8

4.
8

※
２

1.
0

一
級

土
木

1
.
0

有
0.

5
無

0
.0

2
.
5

○
○

市
2.

5
有

1
.0

有
0
.
5

4
.
0

1
1
.
3

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

（
平

均
点

は
少
数

点
第

二
位

以
下

を
切

捨
て

た
小

数
点

第
一

位
ま

で
の

数
値

と
し

、
加

算
点

は
計

算
し

た
結

果
の

小
数

点
第

二
位

以
下

を
切

捨
て

る
）

注
意

・
事

後
審

査
型

の
案

件
に

お
い

て
、

入
札

公
告

に
従

い
、

入
札

書
と

同
時

に
提

出
す

る
。

・
入

札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
評

価
基

準
表

に
従

い
、

様
式

第
9
号
～

第
11

号
を

作
成

し
た

後
に

、
記

入
す

る
こ

と
。

・
評

価
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

項
目

に
つ

い
て

は
空

欄
と

す
る

こ
と

。
・

様
式
の

改
変

は
行

わ
ず

、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み

記
入

し
、

入
札

公
告

に
添

付
さ

れ
た

エ
ク

セ
ル

の
ま

ま
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
フ

ァ
イ

ル
名

に
は

企
業

名
称

を
含

め
る

こ
と

。
・

入
札
書

の
提

出
に

際
し

、
エ

ク
セ

ル
以

外
の

フ
ァ

イ
ル

形
式

と
な

る
書

類
を

添
付

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
福

井
県

電
子

入
札

運
用

基
準

第
8
条
に

基
づ

き
、

Ｌ
Ｚ

Ｈ
形

式
ま

た
は

Ｚ
ｌ

Ｐ
形

式
に

よ
り

圧
縮

す
る

こ
と

。
・

入
札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

提
出

依
頼

を
受

け
た

者
の

み
が

、
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
と

併
せ

て
、

様
式

第
9
号
～

1
1号

お
よ

び
添

付
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。
・

様
式
第

4
号
の

2と
様

式
第
9
号

～
1
1号

の
記
載

内
容
に

不
整

合
が

な
い

よ
う

、
十

分
に

注
意

し
て

作
成

す
る

こ
と

。
不

整
合

が
あ

っ
た

項
目

は
、

加
点

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。

※
１

様
式

第
４

号
の

２
（

交
通

安
全

施
設

工
事

）
技

術
資

料
自

己
評

価
申

請
書

小
計

小
計

企
業
の

地
域

性
・

社
会

性

若
手

担
当

技
術
者

常
駐
の

有
無

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無
社

会
貢

献
度

福
井

県
と

の
災

害
協

定
の

締
結

企
業
名

様
式

第
9・

10
号

様
式

第
9
号

施
工

実
績

の
有

無
優

良
工

事
加

点
申

請
の

有
無

I
SO
認

証
有

無
保

有
資
格

県
内

企
業

お
よ

び
県

産
品

の
活

用

合
計

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
6
0
%
以

上
で

あ
っ

た
も

の

配
置

予
定

技
術
者

様
式

第
11
号

小
計

技
術
評

価
点



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 14 - 

 

 

（様式第５号）～（様式第９号）（土木一式工事用） （略） 

 

（様式第９号）（鋼構造物工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第５号）～（様式第９号）（土木一式工事用） （略） 

 

（様式第９号）（鋼構造物工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 15 - 

 

 

（様式第９号）（建築一式工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号）（建築一式工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 16 - 

 

 

（様式第９号）（舗装工事用） （略） 

 

（様式第９号）（法面処理工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号）（舗装工事用） （略） 

 

（様式第９号）（法面処理工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 17 - 

 

 

（様式第９号）（管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号）（管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 18 - 

 

 

（様式第９号）（営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） （略） 

 

（様式第９号）（交通安全施設工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号）（営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 19 - 

 

 

（様式第９号の４）（建築一式工事、営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号の４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 20 - 

 

 

（様式第１０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 21 - 

 

 

（様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 

 

（様式第１１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 

 

（様式第１１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R8.4.1） 現 行（R7.5.1） 
 

- 22 - 

 

 

閲覧確認書 （略） 

 

別記１ 加点評価を行った評価項目の履行確保の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧確認書 （略） 

 

別記１ 加点評価を行った評価項目の履行確保の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１

加点評価を行った評価項目の履行確保の方法

　受注者の責に帰すべき事由により、受注者が入札時に提示した下記の性能、機能、技術など加点評価
を行った評価項目（以下「加点項目」という。）が達成されていない場合の取扱いは、次の各号に定め
るところによる。

　技術提案に関する加点項目が不履行の場合は、１,２,３,４により、その他の加点項目に
ついては、２,３,４による。

１　再度の施工または修補
　技術提案に関する加点項目について受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的であると
県が認めた場合、受注者は、再度の施工または修補を行い、受注者が入札時に提示した加点項目を満た
す状態にしなければならない。

２　契約金額の減額または損害賠償請求
　①技術提案に関する加点項目について受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的でない
と県が認めた場合、または、②技術提案以外の加点項目について不達成が認められ、加点項目が達成さ
れていない場合は以下の方法による。

検査等によって確認された当該加点項目の状況に基づき加算点（確認された当該加点項目の状況が最低
限の要求要件を満たさない場合にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の算出方式に準じ
て計算した点数を減じたものを加算点とみなす。）の再計算を行った場合に受注者の落札時における評
価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、または当初請負額に５％を乗じた額
のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡前においては契約金額から減額し、工事目的物の完成
引渡後においては損害賠償請求等を行うこととし、その場合の算定方法は次のとおりとする。

減額または損害賠償額＝{１－（１００＋β）÷（１００＋α）}×Ｃ　　または
減額または損害賠償額＝0.05 × Ｃ　　のいずれか大きい値

　Ｃ：当初の契約金額（円）
　α：当初の加算点
　β：検査等によって確認された当該加点項目の状況に基づき再計算した加算点

３　工事成績評定点の減点
　契約金額の減額または損害賠償請求を行った場合には、工事成績評定点についても10点減点する。

４　指名停止等の措置
　加点項目に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福井県工事等契約に係る
指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行う。

記（例）（加点項目の状況に併せて適宜修正）

１　○○○○（加点評価した技術提案について記入する。）・・・○点
２　技能資格を保有する自社雇用技能者を配置する。
　　＜法面処理工事＞
　　　○○○○工（発注者が指定した工種を記入する。）におけるノズルによる吹付作業の
　　作業期間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社雇用ノズル
　　マンが１名以上従事する。・・・0.5点
　　＜鋼構造物工事＞
　　　主たる鉄工作業のすべてを元請け企業が自ら施工し、かつ、その主たる鉄工作業の作
　　業期間のすべてに「１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）」の資格を保有する自社雇用技
　　能者が１名以上従事する。・・・0.5点
３　配置予定技術者は申請時の者を配置し、配置予定技術者の技術力に関する評価点○○点
　  を達成する。
４　申請時配置した若手担当技術者を専任の監理技術者の下で常駐する。・・・0.5点

５　別表１の県内企業および県産品の活用について、発注者が指定する全てを活用する。

　　・・・0.5点

注：契約時に特約事項として枠部分を記入し、別表１とともに契約書に閉じ込む

　○○○○（受注者名を記入する。）が入札時に加点評価された以下の評価項目と個々の加算点

加点評価を行った評価項目の履行確保の方法

　受注者の責に帰すべき事由により、受注者が入札時に提示した下記の性能、機能、技術など加点評価
を行った評価項目（以下「加点項目」という。）が達成されていない場合の取扱いは、次の各号に定め
るところによる。

　技術提案に関する加点項目が不履行の場合は、１，２，３,４により、その他の加点項目に
ついては、２，３,４による。

１　再度の施工または修補
　技術提案に関する加点項目について受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的であると
県が認めた場合、受注者は、再度の施工または修補を行い、受注者が入札時に提示した加点項目を満た
す状態にしなければならない。

２　契約金額の減額または損害賠償請求
　①技術提案に関する加点項目について受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的でない
と県が認めた場合、または、②技術提案以外の加点項目について不達成が認められ、加点項目が達成さ
れていない場合は以下の方法による。

検査等によって確認された当該加点項目の状況に基づき加算点（確認された当該加点項目の状況が最低
限の要求要件を満たさない場合にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の算出方式に準じ
て計算した点数を減じたものを加算点とみなす。）の再計算を行った場合に受注者の落札時における評
価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、または当初請負額に５％を乗じた額
のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡前においては契約金額から減額し、工事目的物の完成
引渡後においては損害賠償請求等を行うこととし、その場合の算定方法は次のとおりとする。

減額または損害賠償額＝{１－（１００＋β）÷（１００＋α）}×Ｃ　　または
減額または損害賠償額＝0.05 × Ｃ　　のいずれか大きい値

　Ｃ：当初の契約金額（円）
　α：当初の加算点
　β：検査等によって確認された技術提案の状況に基づき再計算した加算点

３　工事成績評定点の減点
　契約金額の減額または損害賠償請求を行った場合には、工事成績評定点についても10点減点する。

４　指名停止等の措置
　加点項目に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福井県工事等契約に係る
指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行う。

記（例）（加点項目の状況に併せて適宜修正）

１　○○○○（加点評価した技術提案について記入する。）・・・○点
２　技能資格を保有する自社雇用技能者を配置する。
　　＜法面処理工事＞
　　　○○○○工（発注者が指定した工種を記入する。）におけるノズルによる吹付作業の
　　作業期間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社雇用ノズル
　　マンが１名以上従事する。・・・0.5点
　　＜鋼構造物工事＞
　　　主たる鉄工作業のすべてを元請け企業が自ら施工し、かつ、その主たる鉄工作業の作
　　業期間のすべてに「１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）」の資格を保有する自社雇用技
　　能者が１名以上従事する。・・・0.5点
３　配置予定技術者は申請時の者を配置し、配置予定技術者の技術力に関する評価点○○点
　  を達成する。
４　申請時配置した若手担当技術者を専任の監理技術者等の下で常駐する。・・・0.5点
５　別表１の県内企業および県産品の活用について、発注者の指定する全てを活用する。
　　・・・0.5点

注：契約時に特約事項として枠部分を記入し、別表１とともに契約書に閉じ込む

　○○○○（受注者名を記入する。）が入札時に加点評価された以下の評価項目と個々の加算点

別記１
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総合評価落札方式に係る県産材・県産品の定義等について （略） 

 

１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）配置実地確認申請 

 

 

 

総合評価落札方式に係る県産材・県産品の定義等について （略） 

 

１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）配置実地確認申請 

 

 


